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日 時：令和 4 年 11 月 10 日（木） 

午前 10 時 00 分～ 

場 所：クリーンセンター大会議室 

 

 

 

         会  議  次  第 

 

 

１．開  会 

 

２．会長挨拶 

 

３．議  題 

 

  ①令和４年度上半期ごみ処理の状況について    

 ②令和４年度上半期環境測定調査結果について   

   ③その他                  

 

４．閉  会 

 



令和4年度 第2回

四街道市クリーンセンター運営協議会

四街道市クリーンセンター



◎数値の端数処理について
各項 目数値は単位未満の端数を四捨五入で処理している場合がある
ため、合計と内訳の数値が一致しないことがあります。



①令和4年度上半期ごみ処理の状況について

※ 収集ごみのうち、資源物、有害ごみ以外は一部焼却されます。
また、搬入ごみのうち、家庭系ごみの一部及び事業系ごみは焼却されます。

(各年度9月 末現在 )

(各年度 10月 1日 現在)

区 分
令和2年度 令和3年度 令和4年度

トン トン 前年比 トン 前年比

収
集
ご

み

可燃ごみ 8,562 8,078
△ 484

7,836
△ 242

△ 5,7% △ 3.0070

草本類 41
△ 10 49

△ 196% 119.5%

プラスチック・ビニール類 812
△ 29 △ 16

△ 3.4% △ 2.0%

資源物 1,821 1,748
△ 73

1,726
△ 22

△ 4.0% △ 1.3%

粗大ごみ 94
△ 6 △ 14

△ 6.4% △ 15.9%

有害ごみ 14
△ 2 △ 1

△ 14.3% △ 8.3%

不燃ごみ 421 344
△ 77 △ 28

△ % △ 8.1%

小 計 11,805 11,123
△ 682

10,848
△ 275

△ 58% △ 2.5%

搬

入
ご

み

家庭系ごみ 697 575
△ △ 74

△ 17.5% △ 12.9%

事業系ごみ 2,266 2,371 2,350
△ 21

4.6% △ 09%

小 計 2,963 2,945
△ 18

2,852
△ 93

△ 0.6 0rl △ 3.2%

合 計 14,768 14,069
△ 699

13,699
△ 370

△ 4.7% △ 2.600

人 口(人 ) 95,149 95,691 0.6% 96,161 0.5%

ごみ焼却炉稼働状況 (24時間片炉交互運転)

1号炉 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合 計

運転 日数 4 12

月間焼却量 (t) 860.53 26065 1903 11 753.37 3,777.66

1日 当たり平均焼却量 (t)

2号炉 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計

運転 日数 24 17

月間焼却量 (t) 771.49 2,168.04 1,56200 1,15546 1,724.71 7,381.70

1日 当たり平均焼却量 (t) 68 68

※平均値

※平均値

□
令不日4年度上半期のごみ搬入量は、令和3年度とLヒ較して全体として370トン、約2.6%減少しておりますが、主

なものとして可燃ごみの242トンの減少が見られます。

理由としては、令和2年 9月 から施行した家庭系ごみ処理手数料制度による減量効果が表れているものと推察

され、又、全体的な減少傾向については、令和2年度からの新型コロナウイルスの影響による巣ごもり需要が一

段落したことによるものと捉えております。
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②令和4年度上半期環境測定調査結果について

下記一覧に示すとおり、ごみ処理施設に係る各種法令等に基づく規制項 目及び運転

管理上必要な項 目 について、年間計画に基づき測定調査及び分析を行つています。

測定項 目 根拠法イ

ばい煙

大気汚染防止法
ばいじん

硫黄酸化物
窒素酸化物

塩化水素

ダイオキシン ダイオキシン類対策特別措置法

臭気 悪臭防止法

1ば い煙

各炉毎に、年6回の沢J定を行っています。

協定値が設定されている「ばいじん濃度」。「硫黄酸化物濃度」。「窒素酸化物

濃度」。「塩化水素濃度」は、すべて協定値を下回つていました。

1号炉

2号炉

測定項 目

令和4年度
協定値

5月 18日 6月 10日 9月 12日

ばいじん g/ポN 00006未満 00006未満 00006未満 0.03

硫黄酸化物 ppm 1未満 1未満 1未満 30

窒素酸化物 ppm 61 64 70 150

塩化水素 ppm 2 3 4 25

協定値  : みそら自治会と締結した協定値

びN(ノルマル立方メートル):標 準状態 (1気圧・0℃ )における気体の体積を表す単位

ppm: 100万分の1の濃度を表す単位で、1パ の大気中にlc」 の気体が含まれている状態

※ばいじん。窒素酸化物・塩化水素の測定値は、酸素12%換算値を記載しています。

測定項 目

令和4年度
協定値

4月 6日 7月 19日 8月 2日

ばいじスυ g/ぽN 00009未満 00009未満 00007未満 0.03

硫黄酸化物 ppm 1未満 1未満 1未満 30

窒素酸化物 ppm ′
υ

，

″ 49 150

塩化水素 ppm 3 2
つ
ん

つ
４
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2ダイオキシン類

年2回の測定を行つています。

ダイオキシン類対策特別措置法の排ガス中、ダイオキシン類濃度は基準値を下回つていました。

(ヨ自小と:ng一TEQ/ポN)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 法規制値

1号炉
5月 22日 10月 22日 7月 9日 10月 13日 7月 20日

1

0.00025 0.0025 0.0054 0.017 0.031

2号炉
8月 14日 1月 15日 9月 6日 1月 25日 5月 19日

0.0062 0.0075 0,033 0.039 0.045

ng(ナノグラム):10億分の1グラムを表す単位

TEQ :ダイオキシン類の量を、2,3,7,レ四塩化ジベンゾ パラージオキシンの毒性に換算した値

排ガス中のダイオキシンを活性炭と反応させ、除去しています。

平成28年度から令和4年度までの間、活性炭の銘柄に変更はありません。

なお、測定委託業者も変更ありません。

-4-



3臭 気

年2回、5月 と9月 に、敷地境界線上の風上・風下の2地点及び敷地周辺 (保養センター鹿

島荘)1地点の計3地点において、悪臭物質 (12種類)及び臭気濃度の測定を行いました。

(1)悪臭物質

すべての項目において、協定値を下回つていました。

また、協定にない項目についても、規制基準を下回つていました。

第1回 目(5月 23日 (単位 :ppm)

調査地点

測定項 目

敷地境界

(風上 )

敷地境界

(風下)

敷地周辺

(鹿島荘 )

協定値 規制基準

アンモニア 0.05未満 0.05未浦 0.05ラに辛 0.59 1

メチルメルカプタン 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.00065 0.002

硫化水 0.0001 0.0002 0.0001未満 0.0056 0.02

硫化メチル 0.0002 0.0002 0.0001ラにお寄 0.0023 0.01

二硫化メチル 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0029 0.009

トリメチルアミン 0.0005ジに新苛 0.0005月にЙ 0.0005未満 0.0014 0.005

アセトアルデヒド 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.015 0,05

スチレン 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.17 0.4

プロピオン酸 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.03

ノルマル酪酸 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.001

ノルマル吉草酸 0.0001未滞 0.0001未漏 0.0001未満 0.0009

イソ吉草酸 0.0001未満 00001未満 0.0001未満 0.001

2回 目(9月 12日 単位 :ppm

調査地点

沢1定項 目

敷地境界

(風上 )

敷地境界

(風下 )

敷地周辺

(鹿島荘 )

協定値 規制基準

アンモニア 0.05未満 0.05未満 0.05未 滞 0.59 1

メチルメルカプタン 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.00065 0002

硫化水素 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0056 0.02

硫化メチル 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0023 0.01

二硫化メチル 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0029 0.009

トリメチルアミン 0.0005未満 0.0005メモ,両 0.0005未滞 0.0014 0.005

アセトアルデヒド 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.015 0.05

スチレン 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.17 0.4

プロピオン酸 0.0001ラにお埼 0.0001メ t,両 0.0001未満 0.03

ノルマル酪酸 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.001

ノルマル吉草酸 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0009

イソ吉草酸 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.001

未 満  : 定量下限値未満であったことを表します。

協定値  :み そら自治会と締結した協定値
規制基準 :敷地境界における悪臭防止法に基づく規制基準
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〇 臭気

協定値    :
指導 目標値  :
測定方法   :

② 臭気濃度
すべての調査地点において協定値を下回つていました。
また、悪性物質等の検出はありませんでした。

みそら自治会と締結した協定値
敷地境界における悪臭防止対策の指針に基づく指導目標値
三′点比較式ニオイ袋方法 (6人以上の資格を持った検査員が
においの有無を判定する方法であり、悪臭防止法の公定法)

9月 12日

測定 日 測定場所 扱l定時間 天候 温度 (℃ ) 湿度 (%) 風 向 風速 (m/ヾ

5月 23日
風 上 9:58 - 10:20 土

目 22.0 医
υ Jヒラに 1.1

風 下 10:35 ^- 11:05 圭
月 22.8 55 Jヒラに 1.0

鹿島荘 11:25 ′―V ll:46 土
目 23.2 54 東 0.7

9月 12日

風 上 11:45 - 12:14 二
月 29.3 Jヒ蒻護 1.9

風 下 12:35 ^V 13:10 土
目 29.5 Jヒジに 1.8

鹿島荘 10:55 ′̂V ll:22 土
月 288 59 東 0.8

調査地点

測定時期

敷地境界

(風上 )

敷地境界

(風下)

敷地周辺

(鹿 島荘 )

協定値 指導目標イ直

5月 23日 10以 下 10以 下 10以 下
10以 下 20程度

9月 12日 10以 下 10以 下 10以 下
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4ごみ質の分析 (ピットごみ )

収集された可燃ごみのピットごみについて、月1回ごみ質の分析を行つています。

令和4年度 (湿ベース) (単位 :%)

実 施 日

区  分

4/6 5/18 6/13 7/19 8/3 9/12 平 均
令和3年度
上半期平均

紙  類

新聞 1.0 0.0 0.0 1.4

ダンボール 0.0 4.8 0.5

雑誌 0.0 0.0 0.5 0.9

その他 36.3 37.9 37.6 35.2 25.7 36.8 34.9 37.9

紙 類 (小計 ) 37.4 41 7 389 41.5 30.5 39.2 38.2 42.0

布  類 00 1.0 5.9 つ
４

合成樹脂類
プラ・ビニ類 12.7 180 163 21.7 193 17.7

ゴム・皮革類 00 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0

木・竹類 (草木類) 13.3 Λ
υ 4.9 7.4

厨芥類 42.0 34.8 27.7 340 309 35.0 341 36.5

不燃物類

金属類 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

ガラス類 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

セトモノ。石・砂類 00 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0

その他 （
） 0.3 0.2 0.3 0.3

△
計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

□ 令和4年度上半期のごみ質分析結果において紙類が全体の約38%を 占めており、組成別中で一番高い割合
であることは変わらないが、令和3年度上半期と比較し3.8%減少しております。
プラ・ビニ類の比率が令和3年度上半期と比較し5.7%増加していますが、令和2年度及び令和3年度のコロナ
禍では低い数値で推移していたため、令和元年度までの数値と比較すると低い数値となつております。
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5焼 去口灰・固化灰

(1)焼去「灰 (熱灼減量 )

焼去P灰 中の未燃分の割合 (熱灼減量)について、月1回測定を行つています。

すべての測定において、協定値を下回つていました。

(単位 :重量%)
4月 6日 5月 19日 6月 10日 7月 20日 8月 2日 9月 12日

測定値 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2

協定値 3.0%以下

協定値 :みそら自治会と締結した協定値

② 固化灰 (溶出試験 )

国が定めた有害物質について、年4回測定を行つています。結果についてはすべての

項 目において、基準値を下回つていました。

(単位 :皿g/2)

測定項 目 5月 19日 7月 20日 定量下限値 基準値

アルキル水銀化合物 不検出 不検出 0.0005 検出されないこと

水銀またはその化合物 0.0005未満 0.0005未満 0.0005 0.005以 下

カドミウムまたはその化合物 0.009未満 0.009未満 0.009 0.3以 下

鉛またはその化合物 0.03未満 0.03未満 0.03 0.3以 下

有機リン化合物 0。 1未満 0.1未満 0.1 1以下

六価クロム化合物 0.05未 満 0.05未満 0.05 1.5以 下

ヒ素またはその化合物 0.03未満 0.03未満 0.03 0.3以 下

シアン化合物 (全シアン) 0.1未満 0.1未満 0.1 1以下

ポリ塩化ビフェニル 0.0005未満 0.0005未満 0.0005 0.003以 下

トリクロロエチレン 0.01未満 0.01未満 0.01 0.3以 下

テトラクロロエチレン 0.01未満 0.01未満 0.01 0.1以 下

セレンまたはその化合物 0.03未満 0.03未満 0.03 0.3以 下

基準値 :「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令Jに基づく判定基準

検出されないこと :定量下限値未満を表しています。
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/

6自 動連続測定

焼去口炉稼働時は排ガス中の有害物質について、自動連続演J定を行つています。

協定値が設定されている「硫黄酸化物濃度」。「窒素酸化物濃度」。「塩化水素濃度」
は、すべて協定値を下回つていました。

(一月の中で最も高かつた数値を表記しています。)

1号炉

測定項 目

4年度
協定値

4月 5月 6月 7月 8月 9月

硫黄酸化物 ppm 0 ＼ 0 0 0 ＼ 30

窒素酸化物 ppm ０
ソ ＼ 78 Ｏ

υ
Ｏ
Ｏ ＼ 150

塩化水素 ppm 9 ＼ 4 6 ＼ 25

2号炉

測定項 目

4年度
協定イ直

4月 5月 6月 7月 8月 9月

硫黄酸化物 ppm 0 0 ＼ 0 0 30

窒素酸化物 ppm Ｏ
υ 94 ０

フ ＼ 89 94 150

塩化水素 ppm 9 9 ＼ 9 8 25

協定値 :みそら自治会と締結した協定値
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ごみ処理の状況
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※定量下限値未満は
「o」 となります

(g/ボ N)

0,03

0025

0.02

0.015

0.01

0005

0

ばい煙 (ばいじん)

ばい煙(硫責酸化物)
※定量下限値未満は

「o」 となります(ppm)

30

25

20

15

10

5

朝
嬌

朔
冴

月

号

月

号

月

号
朔
湯

過去

2年の

最大値

硫黄酸化物
0 0

協定値
30 30 30
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ばい煙 (窒素酸化物)
※定量下限値未満は
「o」 となります(pp-)
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協定値
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(ngギ EQ/ボ N) ダイオキシン類
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(%)
ごみ質の分析 (ピットごみ)
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(ppm)
30
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5

0

自動連続測定1号 (硫黄酸化物 )

※定量下限値未満は
「0」となります

(pp*)
30

自動連続測定2号 (硫黄酸化物)
※定量下限値未満は
「0」 となります
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20

15
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5

0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 跛和詢硫黄酸イヒ物 1 1

協定値 30
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自動連続測定1号 (窒素酸化物)
※定量下限値未満は
「o」 となります
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(ppm)
25

自動連続測定1号 (塩化水素)

※定量下限値未満は
「o」 之力ります

(ppm) 自動連続測定2号 (塩化水素) 獅創り
締は

| || | ■

| |
■
■

4月 5月 6月 7月 8月 9月 雌和詢塩化水素 9

協定値
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濃 度 計 量 証 明 書

四街道市長 鈴木 陽介  様

件名 :環境測定調査委託

御願頗のありました、試料につしヽての計量結果を次の通り証明します。

測定対象 :四街道市クリーンセンター

参 考 資 料

1/1ページ

株式会社

証明琶諄野号 :KS25117701DB

発行年月日 :2022年 4月 25日

環境管理センター

三丁目7番23号

目 15番 12号

1101

第 534号

〒 1

試料名称 煙突 1号 調 秘 」  |ツ ト承

Xa+EEeuEffil2o22€4tr6E o9:15 - 13:00
試料採取者 当事業所採取

ll■0対象 計量結果 単位 計量方法 定豊下限値

水分量
JIS Z 8808 7

塩イ働ルシウム吸湿管吸収 重量法

二酸化炭素 7.0
コIS K 0301
勅ゲフト法

麟
〕IS K 0301

希タット法

* -wl1tx* <02
ルサ・ット法

※
窒素

淋ガット法 計算法

※
空気比

JIS Z 8808

琳ヂット法

"の
計算法

* glfrtznr ℃
」IS Z 8808 6

温度の電気的測定方法

※
所撻 m/s

JIS Z 8808 8

ピトー管による測定

x ErgF$rzt 33600 m3/h
JIS Z 8808 8 4.1

ピトー管による測定
1

x +tarrul,zr 23200 m3/h
JIS Z 8808 8 4 2

ヒ
゜
トー管による測定 (計算法)

1

|コいじん (ダスト凛磨[) く00007 g/m3
昭和46年厚生省・通産省令第1号 別表第2(]IS Z 8808)

円筒魏 取 重量法
00007

※
|れ じヽん (120/●換算値) <0.0009 g/m3

昭 H146年厚 ■ 省・週差 省 翁 弟 1号 別 表弟 2

酸素12%換算計算法

贖 副 働 <1 ppm 昭和 46年厚三 百・週睡 石 常第 1号 別表弔 1(JlS K U103)

過酸 化水素溶液吸収 イオン如マトク
゛
ラフ法

1

x *Eilg.rcmgrw- く0.03 m3/h
昭 I146年厚玉省・翅睦 百常男 1号 別表 弔 ■

計算法

窒素酸化物 54 ppm
昭和46年浮王管・湿圧百零弔1号 別雲弔5のZtJ15 K 01U4リ

フェノールシ・ル
～

酸吸光光度法

※
窒羅 イヒ物 (12%換算値) ppm 昭和46年厚生省・通歴省令第1号 別表第3の2

酸素120/●換算 計算法

塩化水素 4 mg/m3
昭和46年厚生省・通産省令第1号 別表第3(JIS K 0107)

過酸化水素溶液吸収 イオン如マトクヽ フ法
3

挙郷隊素 (120/ca算値) 5 me/m3
昭和46年厚生省・通産省令第1号 blj表尋3

酸素120/●換算 計算法

塩化水素 2 ppm
JIS K 0107附 属EA
18酸化水素浴液吸収 イオンク0マ トク

゛
ラフ法

2

※
塩化水素 (120/●換算値 ) 3 ppm

酸素12%換算 計算法

※
全水銀 <0_005 mg/m3

注1硫酸・過マンが力動リウム溶液吸収 還元気化原子吸光分析法(Hg換算)

0005

以下余白

【備考】      ※印は計量法第107条の計量証明事業登録の対象外です。                 計量完了年月日 :2022年4月 22日

|れ じヽんの下限値は検出下限値を示す。

・/.は、体積百分率を示す。m3は、標準状態[273.15K(0℃ )、 101・ 32kPa]の ガ憑 を示す。ppmは、体積百万分率を示す。

注1.JIS K 0222(1997)の方法によリガス状水悧 定した。

この計量証明書は計量法第110条の2第1項に基づくものです。この証明書の一部分のみを複裂し証明書として用しもことはできません。 株式会社環境管理セカ ー

【特記事項】



度 計 量 証 明 書

計

株式会社

1/1ページ

証明書器 :KS25649201DB

発行年月日 :2022年 6月 30日

環境管理センター

件名 :環境測定調査委託

御依頼のありました、試料についての計量結果を次の通り証明します。

測定対象 :四籠 市クリーンセンター

15番 12号

1101

534号

氏名 )       

¨

四街道市長 鈴木

試料名称 煙突 2号 試卵縄E別      |タリス

採取年月日及び時間 2022年 6月 10日 09:25 ～ 13100
試料採取者 当事業所採取

【特記事項】

811の対象 計疇 単位 計量方法 定量下限値

水分量 312 %
JIS Z 8808 7

塩イリルシウム吸湿管吸収 重量法

二酸イヒ炭素 64
」IS K 0301

オ勝・り隧

蘇 14.2
]IS K 0301

湖げット法 02

※
―酸化炭素 く〔0.2

ルタット法
02

※
窒素 79.4

瀬ゲフト法 計算法
※

空気比 3.05
J15Z3808

“

′,陰洵 計算法x gFfrfizElF
℃

J15∠ じ3086
温度の電気的測定方法

※
所逮 m/s

J15∠ る098U
ピトー管1なる測定

N rlo#uttzc 29900 m3/h
J15∠ 00υU O.4.1

ヒ
゜
トー管による測定

1

x €egFurzr 20600 m3/h
J15∠ 00●UU.4.2

1° トー管によう測定 (計算法)
1

Iコいじん (ダストロ囃:) く0.0005 g/m3 昭和46年厚隼省・通産省令第1号 別表第2(JIS Z 8808)

円筒ろ縦採取 重量法
00005

X tfu'til, ( 1 2ol6iEEtE) く00006 g/m3
酸素12路奥再 計算法

百

'弟
・

号 別表弔2

硫黄酸化物 <1 ppm 蠍 篇 翻 鵬 :炉即S K O103D
1

N mffiftqafituz <0.03 m3/h
昭和46年厚生省・通雇省争第1号 別表第 1

計算法

窒素酸化物 ppm 岬 年厚笙省罐 省令第1号 BIJ表第3の 2cJIS K 0104)

フェノールシ
゛
スルホンロ費q曼ッじッじ』電力告 10

※
― 化物 (12端韓0 64 ppm い 年浮生省・逓産省令第1号 別表第3の2

酸素12%換鱒 計算法

塩化水素 mdm3
…

省罐 省令第1号 別表第3oIS K 0107)

過酸化水蒙溶液限収 イオン如マトク
゛
ラフ法 3

※
塩化水素 (12%換算値) mg/m3

昭和46年厚生省,通産省令第1号 別表第3

酸素120/●換算 計算法

塩化水素 ppm
〕IS K 0107,付 層愚1姜A
過酸化水素溶液吸収 イオン如マトク

゛
ラフ法

2

※
塩化水素 (12%換算値) ppm

酸素12%換算 計算法
※

全水銀 <0.005 mg/m3
注1硫酸・過マンが力動り91溶液吸収 還元気化原子吸光分析法(Hg換算)

0005

以下余白

【1備考】  ‐   ※Ep{ま計量法第107条の計量証明事業登録の対象外です。                  計量完了年月 日 :2022年6月 27日
|れ じヽんの下限値は検出下限値を示す。
%は、体積百分率を示す。m3は、標準状態[273.15KO℃ )、

101・ 32kPa]の岱理 を示す。ppmは 、体積百万分率を示す。
注1.JIS K 0222(1997)の方法によリガス状水鑑 測定した。

この計量証明書は計量法第110条の2第1項に基づくものです。この証明書の一部分の権 製し証明書として用いることはできません。 株式会社環境管理 セン ー


